
道路整備事業における 
新規採択時評価の見直しについて 

平成２７年３月１１日 

静岡県 交通基盤部 道路局 道路企画課 

資料２ 



静岡県における公共事業の事業評価 
 ○公共事業の効率化及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、3段階の評価を実施 
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事業費を新たに予算化しようとする 
事業等についての費用対効果分析を 
含んだ総合的な評価（H16～） 

事業採択後、一定期間が経過した事
業について、事業の継続、中止等を
判断するもの（H10～） 

事業完了後に、事業の効果、環境への 
影響等の確認を行い、必要に応じて 
適切な改善措置等を検討するもの（H16～） 

【｢ふじのくにの"みちづくり"｣掲載】 
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静岡県交通基盤部所管 
県単独事業事前評価実施要綱 

・評価は、必要性、重要性、緊急性、効率性及び熟度等の視点から実施 
・具体的な評価項目は、対象事業ごとに別途実施要領で定める 

道路局所管県単独道路整備事業事前評価実施要領 



現行の道路事業の新規採択時評価の概要 
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実施時期 平成16年度より実施（他局事業と同時に導入） 

対象事業 
（局要領第２条） 

 

交付金事業（社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金） 
県単独道路改築事業（道路改築） 
県単独交通安全施設整備事業（施設整備） 

評価実施時期 
（部要綱第３条） 

実施個所決定前（通常は４月当初の個別箇所毎の予算決定時点） 

評価の視点 
（部要綱第４条） 

評価項目 等 
（局要領第３、４条） 

 

現地調査等を踏まえ、必要性、重要性、緊急性、効率性及び熟度等
の視点から行う。 
 

具体的な評価項目は各事業毎に設定 
（道路では、費用対効果、路線の性格、交通の状況 等） 
 

新規実施箇所の選定にあたっては、評価項目より各事業毎に定めた
評価指標より総合的に判定 

公表状況 
（局要領第５条） 

県ＨＰに掲載（交通基盤部ＨＰ－事業評価） 

●概要 



現行の公表内容（例：H26） 
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【一覧表】 【箇所毎の評価個票】 

各事業毎評価表に記載 



現行の新規採択時評価表の例：道路改築（交付金） 
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※｢道路局所管県単独道路整備事業事前評価実施要領｣第４条に基づく別表1-1 



見直しの背景（現行制度を取り巻く環境とその課題） 

社会経済状況の変化 

静岡県の道路整備計画となる 
「ふじのくにの“みちづくり”」を策定（H25.7) 

“みちづくり”の取組の一環で、事業着手の方針を明示 
 

 ・地域別整備目標図への事業箇所の掲載 
 ・事業着手準備制度を運用し、着手方針を決定 

施策と評価の 

関連性を示す 

評価制度導入の 

検討の必要性 

ふじのくにの 

“みちづくり”や

個別実施計画等に

基づき優先的に、

事業実施する箇所

の評価制度への 

反映の必要性 

〔環境〕 〔課題〕 

国でも政策目標評価型事業評価を導入 

施策の方向性や重点施策の一部を見直し 

≪事業評価制度導入後、10年が経過≫ 

（事故危険箇所（H25.7）） 
（通学路合同点検等による要対策箇所（H25.10～）） 
（地域の主要渋滞個所（H25.1に公表し、対策を検討中） 

個別の実施計画等の策定に伴い、一部の事業では、 
より優先度の高い事業が明確に 

新
規
採
択
時
評
価
の
客
観
性
・
透
明
性
の
向
上 



課題と見直しの方向性 

〔課題①〕 

 評価の視点を整理した上で、ふじのくにの“みちづくり”の施策と評価の関連性

を「必要性」の項目にまとめ、（その他の項目と合わせ）わかりやすく表現 

〔見直しの方向性①〕 

〔課題②〕 

 ふじのくにの“みちづくり”や個別実施計画等により、事業実施に向けた優先順

位が高いと判断される「明確な位置づけのある事業箇所」について、通常評価する

項目に比較して優先度を高くする新しい評価基準（S評価）を導入し、施策的に優

先度の高い箇所をより明確化 

〔見直しの方向性②〕 

施策と評価の関連性を示す評価制度導入の検討の必要性 

ふじのくにの“みちづくり”や個別実施計画等に基づき優先的に事業実施している箇所の 

評価制度への反映の必要性 



見直しの方向性①：施策との関連性とわかりやすい表現 

 ◎部要綱に定められた各評価視点に対する基本的考え方を整理し、評価項目を再設定 
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評価の視点 基本的考え方 評価項目 

効率性 
道路整備により解決を求められる課題に対し、適
切な事業費、事業期間のもとで効果が発現可能
であるか。 

・費用対効果（費用便益比） 
・事業期間          等 

必要性 
「ふじのくにの“みちづくり”」に掲げる道路ビジョン、
道路重点計画の実現に資する事業箇所であるか。 

・｢ふじのくにの“みちづくり”｣に 
 位置付けられた施策 

重要性 
関連する重要な既存計画等に位置付けられた事
業箇所であるか。 

・通学路の合同点検等の結果に 
 基づく要対策箇所 
・H25指定の事故対策箇所のうち、 
 未対策である箇所      等 

緊急性 速やかな着手が求められる事業箇所であるか。 

・供用目標年度が決定(公表)済 
・関連事業との同調施工が必要 
・交通診断の結果に基づく対策 等 

熟 度 
円滑な事業執行に向け、地元住民及び地権者の
理解が得られているか。 

・用地補償の見込み 
・地元の熟度         等 



9 

設定指標は 
現行と 

ほぼ同様 

設定指標は 
現行と 

ほぼ同様 
｢必要性｣に係る指標として、 
“みちづくり”に掲げる 
施策との関連を整理 

｢重要性｣｢緊急性｣を評価する 
項目・指標は新たに設定 

見直しの方向性①：施策との関連性とわかりやすい表現 

（現行） 

（改正後） 



見直しの考え方①：施策との関連性とわかりやすい表現 

｢必要性｣の評価指標を「ふじのくにの“みちづくり”」に掲げる施策と合わせ、項目を整理 
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評価項目 評価指標 

必要性 
地域の生活と 
自立を支援する 
みちづくり 

交通円滑化の推進 
混雑度1.5以上の区間または混雑度1.0～1.5の区間 

線形及び視距が道路構造令基準に不適合または現道幅員4.0m未満の道路 

公共交通機関の利便性の向上 バス路線の定時性改善に資する道路 

公共公益施設のアクセス向上 福祉施設･病院･救急医療施設等へのアクセス道路 

過疎･中山間地域の振興の支援 特別立法(過疎地域･半島振興地域･奥産指定)の道路 

【改正後】 

【現行】 

「必要性」に係る指標として、ふじのくにの 
“みちづくり”に掲げる施策との関連を整理 

施策と評価指標との関連性を説明する欄を 
整理し、評価指標との関連を明確化 

（例．道路改築） 

評価項目 評価指標 

交通の状況（緊急性） 混雑度1.5以上の区間または1.0～1.5の区間 

道路の構造（必要性） 
線形が道路構造令基準に不適合または特例値 

車道幅員が4.0m未満または4.0～5.5m未満 

路線の性格（重要性） 

バス路線 

公共公益施設の関連道路 

特別立法(過疎地域･半島振興地域･奥産指定)の道路 



見直しの考え方②：従来より優先度の高い評価基準の導入 

事業実施に向けた優先順位が高いと判断される「明確な位置づけのある事業箇所」について、
通常評価する項目に比較して優先度を高くする新しい評価基準（S評価）を導入 
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【Ｓ評価とする評価項目･評価指標】 

評価の視点 評価項目 評価指標 

重要性 既存計画等への位置付け 

｢ふじのくにの“みちづくり”｣における前期５ヶ年の主要事業箇所 

通学路の合同点検等の結果に基づく要対策箇所 

H25指定の事故危険箇所のうち、未対策である箇所 

｢地域の主要渋滞箇所｣(H25.1公表)のうち、渋滞対策協議会で対
策が決定済みの箇所 

緊急性 速やかな事業着手 

供用目標年度が決定(公表)済の箇所 

事業着手検討会議において着手判断済の箇所 

関連事業との同調施工が必要な箇所 

関係機関と連携した交通診断の結果に基づく対策必要箇所 

※Ｓ評価は、あくまで施策や個別計画等により優先度の高い箇所を判断する指標であり、 
 施策や個別計画等の変更により、今後の見直しがあり得るもの。 

これまでのA評価に加えS評価を設定することで、
優先度の高い箇所がより明確化 



見直し後の新規採択時評価表の例：道路改築 
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評価結果

現行

Ａ Ｓ Ａ

箇所Ａ 12Ａ 2Ｓ 11Ａ ○ ○

箇所Ｂ 11Ａ 3Ｓ 9Ａ ○ ○ ○

箇所Ｃ 11Ａ 2Ｓ 10Ａ ○ ○

箇所Ｄ 10Ａ 2Ｓ 9Ａ ○ ○

箇所Ｅ 10Ａ 1Ｓ 9Ａ ○

箇所Ｆ 9Ａ 2Ｓ 9Ａ ○ ○

箇所Ｇ 9Ａ 2Ｓ 9Ａ ○ ○

箇所Ｈ 9Ａ 1Ｓ 9Ａ ○

箇所Ｉ 9Ａ 1Ｓ 9Ａ ○ ○

箇所Ｊ 9Ａ 1Ｓ 8Ａ ○

箇所Ｋ 8Ａ 2Ｓ 10Ａ ○ ○

箇所Ｌ 8Ａ 2Ｓ 10Ａ ○ ○

箇所Ｍ 8Ａ 2Ｓ 9Ａ ○ ○

箇所Ｎ 8Ａ 9Ａ

箇所Ｏ 8Ａ 8Ａ

箇所Ｐ 7Ａ 1Ｓ 8Ａ ○

箇所Ｑ 7Ａ 8Ａ

箇所Ｒ 7Ａ 7Ａ

箇所Ｓ 7Ａ 7Ａ

箇所Ｔ 6Ａ 1Ｓ 6Ａ ○

箇所Ｕ 6Ａ 6Ａ

要
望
箇
所

評価結果 Ｓ評価該当項目

改正後 み
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現行:21指標(効率性2,必要性3,重要性11,緊急性2,熟度3) 

⇒改正後:30指標(効率性4,必要性17,重要性4,緊急性3,熟度2) 

≪ H27要望箇所を対象としたケーススタディ結果 ≫ 



今後のスケジュール 
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Ｈ27.3  ｢道路局所管県単独道路整備事業事前評価実施要領｣改正 

Ｈ27.4～ 新規採択箇所の決定 
 
     新たな評価表に基づく新規採択時評価の実施（公表） 

新規採択時評価の客観性・透明性の向上 
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